
受講者  情報共有 

特定創業支援 
(平泉町が証明書発行) 

特定創業支援を 

受けた創業者 

信用保証の特例 融資要件の緩和等 

会社設立登記 

登録免許税の軽減 

各機関に証明書提示 

特定創業支援等事業を受けた創業者への優遇措置 

優遇措置 優遇の内容 対象者 

会社設立時の登録免許税の軽減措置 

登記にかかる登録免許税の軽減 
・株式会社 
資本金の0.7％⇒0.35％ 
最低税額15 万円⇒7.5 万円 

・合同会社 
資本金の0.7％⇒0.35％ 
最低税額６万円⇒３万円 

町内で会社を設立予定で、 
「事業を営んでいない個人」及び「事
業を開始した日以後５年を経過してい
ない個人」 
 
※会社を設立した方が組織変更を行う
場合は対象外 

無担保、第三者保証人なしの 
創業関連保証の特例 

創業前の利用対象者が事業開始の 
２ヶ月前⇒６ヶ月前 

「事業を営んでいない個人の方」及び 
「事業を開始した日以後５年を経過し
ていない個人又は法人」 

日本政策金融公庫の「新規開業資金」 
の貸付利率の引き下げ 

基準利率からの引き下げ対象として 
利用可能（別途審査あり） 

創業前の方または創業後概ね 7 年以内
の方 

優
遇
を
受
け
る
流
れ 

認定市区町村（平泉町） 

認定連携創業支援等事業者 
（平泉商工会） 

信用保証協会 日本政策金融公庫 

法務局 


